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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第１部門第２区分
【発行日】令和1年9月26日(2019.9.26)

【公表番号】特表2018-538026(P2018-538026A)
【公表日】平成30年12月27日(2018.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-050
【出願番号】特願2018-520502(P2018-520502)
【国際特許分類】
   Ａ６１Ｂ  17/06     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ  17/04     (2006.01)
   Ａ６１Ｂ  17/56     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ａ６１Ｂ   17/06     ５１０　
   Ａ６１Ｂ   17/04     　　　　
   Ａ６１Ｂ   17/56     　　　　

【手続補正書】
【提出日】令和1年8月16日(2019.8.16)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　先端部（１０６）であって、
　　近位端（１１）と、先細の遠位端（１１３）と、前記近位端（１１１）および前記遠
位端（１１３）の間に延びる長手方向軸と、
　　１つ以上の縫合糸（１０）を受け入れるように寸法決めされたアイレット（１１２）
であって、前記先端部（１０６）の前記長手方向軸を横断して延びるアイレット（１１２
）と、
　　前記アイレット（１１２）と連通して前記先端部内に形成されたカニューレ挿入部（
１１４）であって、該カニューレ挿入部（１１４）の近位端から前記アイレット（１１２
）の遠位端に近接する領域に延びるネジ山を有するカニューレ挿入部（１１４）と、
　を備える先端部（１０６）と、
　前記先端部（１０６）とは別個に形成された細長いアンカー本体（１０８）であって、
近位端から遠位端まで延びる開放カニューレ（１１６）を含み、前記開放カニューレ（１
１６）の遠位端が、前記先端部（１０６）の前記近位端を受け入れるように寸法決めされ
ているアンカー本体（１０８）と、
　前記アンカー本体（１０８）と前記先端部（１０６）との両方とは別個に形成されたネ
ジ山付きプラグ（１１０）であって、前記先端部（１０６）の前記カニューレ挿入部（１
１４）に係合するように構成されたネジ山付きプラグ（１１０）と、
　を含むアンカー（１０２）と、
　前記アンカー本体（１０８）の前記開放カニューレ（１１６）内に受容されるように寸
法決めされた外側シャフト（１２０）であって、前記プラグ（１１０）のネジ山と係合可
能なネジ山を内側表面に含む外側シャフト（１２０）と、
　前記外側シャフト（１２０）内に受容されるように寸法決めされた内側シャフト（１２
２）であって、前記先端部（１０６）の前記カニューレ挿入部（１１４）内に前記プラグ
（１１０）を下降させて、一つ以上の前記縫合糸（１０）を前記プラグ（１１０）の遠位
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端と前記先端部（１０６）の前記カニューレ挿入部（１１４）の遠位端との間で捕らえる
ように、前記外側シャフト（１２０）とは独立して軸方向および回転可能に動くことがで
きる内側シャフト（１２２）と、
　を含むインサータ（１０４）と、
　を含んでなることを特徴とする縫合糸アンカー組立体。
【請求項２】
　前記先端部（１０６）は、前記アンカー本体（１０８）の材料よりも硬質な材料が選択
されて形成されていることを特徴とする請求項１に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項３】
　前記先端部（１０６）は、プラスチック、チタンおよびステンレス鋼のうちの１つから
形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項４】
　前記アンカー本体（１０８）が生体吸収性材料から形成されていることを特徴とする請
求項１～３のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項５】
　前記先端部（１０６）の前記近位端が前記アンカー本体（１０８）の前記開放カニュー
レ（１１６）の遠位端に挿入された時、先端アイレット（１１２）とアンカー本体アイレ
ット（１１８）とが整列するように、前記アンカー本体（１０８）上に横方向の前記アン
カー本体アイレット（１１８）が配置されていることを特徴とする請求項１～４のいずれ
か一項に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項６】
　前記先端アイレット（１１２）と前記アンカー本体アイレット（１１８）とを横切って
延びる縫合糸（１０）をさらに含んでなることを特徴とする請求項５に記載の縫合糸アン
カー組立体。
【請求項７】
　前記インサータ（１０４）の前記内側シャフト（１２２）は、前記プラグ（１１０）へ
の挿入用に構成されていることを特徴とする請求項１～６のいずれか一項に記載の縫合糸
アンカー組立体。
【請求項８】
　ネジ山付き前記プラグ（１１０）が、前記インサータ（１０４）の前記外側シャフト（
１２０）のネジ山付きカニューレ挿入部と、前記先端部（１０６）のネジ山付きカニュー
レ挿入部（１１４）と係合するとき、前記アンカー本体（１０８）は、前記インサータ（
１０４）と前記先端部（１０６）との間で軸方向に閉じ込められることを特徴とする請求
項１～７のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項９】
　前記インサータ（１０４）と前記アンカー本体（１０８）との間のインターフェースが
滑り嵌めであることを特徴とする請求項１～８のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組
立体。
【請求項１０】
　前記アンカー本体（１０８）と前記先端部（１０６）との間のインターフェースが滑り
嵌めであることを特徴とする請求項１～９のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体
。
【請求項１１】
　前記プラグ（１１０）は、ポリマー、プラスチックおよび金属のうちの１つから形成さ
れていることを特徴とする請求項１～１０のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体
。
【請求項１２】
　前記プラグ（１１０）の直径が約２ｍｍで、任意選択で、前記プラグ（１１０）の長さ
が約５．２５ｍｍであることを特徴とする請求項１～１１のいずれか一項に記載の縫合糸
アンカー組立体。
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【請求項１３】
　前記アンカー本体（１０８）が、骨内での保持を助ける表面特徴を含むことを特徴とす
る請求項１～１２のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項１４】
　前記インサータ（１０４）の前記内側シャフト（１２２）は、丸型近位部（１３２）と
多角形遠位部（１３４）との間にテーパ部（１３０）を画定していることを特徴とする請
求項１～１３のいずれか一項に記載の縫合糸アンカー組立体。
【請求項１５】
　前記内側シャフト（１２２）の前記多角形遠位部（１３４）は三角形であることを特徴
とする請求項１４に記載の縫合糸アンカー組立体。
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